
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

槇尾中学校区 施設一体型義務教育学校 

令和4年8月 槇尾中学校区学校開校準備委員会 

学校開校 準備委員会 NEWS No.18 

槇尾中学校区 施設一体型義務教育学校 

令和 4 年７月１２日（火）第１５回学校開校準備委員会を開催しました。 

今回は、制服・校章の検討状況と通学バスについて説明と意見交換を行い

ました。 

１．制服の選考について 

■ 7/ 7（木）デザイン案や参考価格などを確認し、メーカー選考会を開催 

■ 7/21（木）、7/23（土）、7/25（月）の３日間、槇尾中学校でデザイン案の展示会を開催すること、 

各家庭と児童生徒にアンケートを実施することを確認 

■アンケート結果を踏まえ、最終決定することを確認 

２．校章の検討状況について 

■ 児童生徒に校章のデザイン案を考えてもらっており、7/12 時点で集まった作品の一部を共有 

しました。 

■ 各校で５点程度に絞り、選出されたものの中から学校開校準備委員会で最終選考することとし 

ています。 

■ 最終のデザイン化は専門の事業者等で行う予定です。 

（↑児童生徒のデザイン案の一部です） 

） 

アンケート結果は、集計が整い次第、学校開校準備委員会ニュースで報告します 

【制服展示会】 

展示会では、制服デザインの見本の他、 

インナーシャツやネクタイ、リボン、 

小学生用長ズボン、夏用生地の見本など 

を展示しました。 

 
オリジナリティあふれる 

アイデアが集まっています！ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

このニュースレターの受取りを希望される方は、右記 QR コードを読み取っていただき、 

氏名、「ニュースレター希望」と記載のうえ、メールを送信してください。 

【お問合せ】 

教育･こども部 教育総務課 〒594-8501 和泉市府中町 2-7-5  (TEL)0725-99-8196 （E-mail）m-junbi-iinkai@city.osaka-izumi.lg.jp 

※ 次回は 9月頃の開催予定です。「放課後の過ごし方」などについて説明･意見交換を予定しています。 

３．通学バスについて 

（仮称）槇尾学園の通学バスの検討については、令和３年７月の第１０回学校開校準備委員会にて基本となる

考え方について説明と意見交換を行い、その後、コンサルタント事業者を交え南部地域の公共交通のあり方と

合わせた検討を進めてきたところです。今回の学校開校準備委員会では、横山校区・南横山校区・特認制度に

よる通学、それぞれについてのバスの考え方（素案）についての説明の後、意見交換を行いました。 

 

【基本的な考え方】 

 

【主な意見】 

既存路線バスが無く、 

現行の通学手段を踏襲し､ 

・光明台ルートは部活動帰りに対応できるのか。 
 

・今の槇尾中の生徒が特認児童用バスを使えるようにという要望 

のその後の進捗は。 

→R5,R6 の利用について検討を進めているところです。 
 

・新校開校後に南横山を活用する時のバスの運用はどうなるのか。 

  →今回の通学バスの内容とは別に検討しています。 
 

・路線バスに見守りの人を乗せるのはどうか。 
 

・地域にも関することなので、あらためて説明していただきたい。 

・寝てしまう子もいる。１、２年生が乗ることに心配がある。 

→安全確保にむけて検討していきます。 
 

・スクールバス、ワゴン車、デマンドなどかなり複雑に思う。 

 スクールバス１本でやっていただきたい。 
 

・特認小学生だけでもスクールバスにならないのか。 
 

・小学生はもともとスクールバスなので、公共交通機関を圧迫 

しないのでは。 
 

・バスなどで交通量が増えると思う。未然に防げるように安全 

対策をしていただきたい。 

（横山校区） 

・福瀬町・善正町・南面利町の（仮称）槇尾学園 

から２㎞以上の児童を対象にスクールバスを運行。 

・坪井町や仏並町、九鬼町などにおいて一部２㎞以上 

となる地域は、地域内交通として運行するワゴン車 

で通学を支援。現在のオレンジバスに置き換わるも 

のとし､予約運行（デマンド）方式で運行。 

（特認制度による通学） 

・現在のスクールバスの運行ルートを踏まえ、はつが野地域を 

通行する新設路線バスを加えた路線バスにより通学。 

・下校についても（仮称）槇尾学園から和泉中央駅までの新設路線を運行。 

・光明台方面については、路線バスのルート新設は難しいことから、現在

と同じスクールバスでの対応。 

（南横山校区） 

・現在の路線バス、路線維持バスを活用した通学。 

・登校時は利用人数から乗車定員を上回ることが考えられることから、 

横山校区で使用するワゴン車も活用。 

・下校時は、路線バスの運行していない時間帯があり、横山校区のスク 

ールバスを南横山校区で巡回するなどの対応。 


